
県民の信頼を得るために ⇒ “当事者意識”と“教育公務員としての自覚と誇り”

月 不祥事防止委員会 活動内容
委員会
開催日
(予定)

服務研修の内容
研修実施日
【主担当】

５月
校内・職員の状況把握
６月服務研修の計画と確認

５月２日（火）
「接遇，保護者対応，求められる教職員像について」
・県教委資料　等

５月15日（水）
【校長】

６月
校内・職員の状況把握
７月服務研修の計画と確認

６月４日（火）
「わいせつ・セクハラの防止について」
・教職員による不祥事の根絶　等

６月５日（水）
【教務研究部①】

７月
校内・職員の状況把握
８月服務研修の計画と確認

７月２日（火）
「長期休業中の服務規律について」
・懲戒処分等の指針　等

７月３日（水）
【教頭①】

８月
校内・職員の状況把握
９月服務研修の計画と確認

８月６日（火）
「メンタルヘルス，風通しの良い職場づくりについて」
・【講師招聘】
　　　　　　　　　　　　　　　　※保育所連携

８月７日（水）
【健康安全部①】

９月
校内・職員の状況把握
10月服務研修の計画と確認

９月３日（火）
「危機管理，避難等について」
・危機管理マニュアル　等

９月４日（水）
【教務研究部②】

１０月
校内・職員の状況把握
11月服務研修の計画と確認

10月１日（火）
「体罰防止について」
・教職員による不祥事の根絶　等

10月２日（水）
【健康安全部②】

１１月
校内・職員の状況把握
12月服務研修の計画と確認

11月５日（火）
「アンガーマネジメントについて」
・アンガーマネジメントに関する資料　等

11月６日（水）
【健康安全部③】

１２月
校内・職員の状況把握
１月服務研修の計画と確認

12月３日（火）
「交通事故の防止について」
・教職員による不祥事の根絶　等

12月４日（水）
【教務研究部③】

１月
校内・職員の状況把握
２月服務研修の計画と確認

１月７日（火）
「いじめ防止について」
・生徒指導主事等研修の資料　等

１月８日（水）
【健康安全部④】

２月
校内・職員の状況把握
３月服務研修の計画と確認

２月４日（火）
「個人情報管理について」
・教職員による不祥事の根絶　校務運営規定　等

２月５日（水）
【教務研究部④】

３月
校内・職員の状況把握
次年度の研修計画作成

３月４日（火）
「今年度のまとめと次年度に向けて」
・振り返りシート　等

３月５日（水）
【教頭②】

☆服務研修は，原則として第２水曜日に行う。

☆県教委通知及び資料，記者発表資料，報道記事等を上記に限らず，適時活用する。

☆原則として全教職員参加の下で研修を実施する。（不参加者に対する事後指導を徹底する）

☆校内研修等の内容と調整して，実施日を変更することがある。

令和６年度 「不祥事防止委員会」「服務研修」年間計画

安芸太田町立筒賀小学校

４月

不祥事防止委員会運営についての意見交換
年間研修計画について
校務運営規定の確認
４・５月服務研修の計画と確認

４月１日（月）
「公金等の適正な取り扱いについて」
・学校諸費会計等取り扱いマニュアル　等

４月３日（水）
【事務】


